
放送設備参考写真  

現在の車には赤い四角の部分に設置していただいております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公用車のデザイン 

 

１．車両の側面（左右）後方に市旗と同色でラインを引き「市章」及び「『か

どま』のロゴ」を入れる。 

  ・順序は前方に「かどま」、後方に「市章」を入れる。  

  ※「かどま」の文字を車両の右側にいれるときも文字の順序は同様と

する。（「まどか」としない。） 

２．車両の後面中央に「門真市」の文字を入れる。（書体：丸ゴシック）  

３．車両の側面（左右）後方及び車両の後方に号車番号を入れる。 

４．ライン及び「市章」等の色は、色番：３Ｍバーガンディーとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 



軽自動車参考写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



市章の寸法 

 

 


